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１

 
郵便局ネットワークに関する法令の枠組み

○郵便局株式会社法（平成１７年法律第１００号）
（郵便局の設置）

第五条

 

会社は、総務省令で定めるところにより、あまねく全国において利用されることを旨として郵便局を設置しなけ

 
ればならない。

○郵便局株式会社法施行規則（平成１９年総務省令第３７号）

（郵便局の設置基準）
第二条

 

法第五条の規定に基づく郵便局の設置基準について、会社は、過疎地については、法の施行の際現に存す

 
る郵便局ネットワークの水準を維持することを旨として次に掲げる基準により郵便局を設置するものとする。
一

 

地域住民の需要に適切に対応することができるよう設置されていること。
二

 

いずれの市町村（特別区を含む。）についても一以上の郵便局が設置されていること。
三

 

交通、地理その他の事情を勘案して地域住民が容易に利用することができる位置に設置されていること。
２

 

前項の「過疎地」とは、次に掲げる地域をいうものとする。
一

 

離島振興法（昭和二十八年法律第七十二号）第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域
二

 

奄美群島振興開発特別措置法 （昭和二十九年法律第百八十九号）第一条に規定する奄美群島
三

 

山村振興法（昭和四十年法律第六十四号）第七条第一項の規定により指定された振興山村
四

 

小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和四十四年法律第七十九号）第二条第一項に規定する小笠原諸島
五

 

半島振興法（昭和六十年法律第六十三号）第二条第一項の規定により指定された半島振興対策実施地域
六

 

過疎地域自立促進特別措置法（平成十二年法律第十五号）第二条第二項の規定により公示された地域
七

 

沖縄振興特別措置法（平成十四年法律第十四号）第三条第三号に規定する離島
３

 

会社は、第一項の過疎地以外の地域については、同項各号の基準により郵便局を設置するものとする。

○郵便局株式会社法及び郵便局株式会社法施行規則により

 
、あまねく全国におい

 て利用されることを旨として郵便局を設置することが求められているところ。

 

○郵便局株式会社法及び郵便局株式会社法施行規則により

 
、あまねく全国におい

 て利用されることを旨として郵便局を設置することが求められているところ。
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２

 
郵便局の設置状況

 
～民営化前後のネットワーク水準～

※民営分社化時に郵便事業会社の支店になった郵便局が１４ある。また、民営分社化以降は郵便局株式会社法における郵便局として分室３１を郵

 
便局数に含めている。そのため、民営化の前後で数字が一致しない。

○直営の郵便局は、民営分社化前後における、廃止や一時閉鎖等の変化はなし。
○ただし、簡易郵便局の一時閉鎖が４００局を超えており、その解消が重要課題。

○直営の郵便局は、民営分社化前後における、廃止や一時閉鎖等の変化はなし。
○ただし、簡易郵便局の一時閉鎖が４００局を超えており、その解消が重要課題。

日本郵政公社 郵便局株式会社

平成１９年

９月３０日

平成１９年

１０月１日

平成１９年

１０月３１日

平成１９年

１１月３０日

平成１９年

１２月３１日

平成１９年

１月３１日

平成１９年

２月２９日

平成２０年

３月３１日

直営の郵便局 ２０，２２４ ２０，２４１ ２０，２４１ ２０，２４１ ２０，２４１ ２０，２４１ ２０，２４１ ２０，２４３

簡易郵便局 ４，２９９ ４，２９９ ４，２９９ ４，２９９ ４，２９９ ４，２９９ ４，２９９ ４，２９７

うち一時閉鎖 ３４９ ４１７ ４２３ ４２４ ４２６ ４３５ ４４１ ４３８

合計 ２４，５２３ ２４，５４０ ２４，５４０ ２４，５４０ ２４，５４０ ２４，５４０ ２４，５４０ ２４，５４０

※ ※

※※
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３

 
簡易郵便局の一時閉鎖に対する取組み

 
～簡易局チャネルの強化のための検討会の開催～

1）

 

目

 

的
簡易郵便局の一時閉鎖局が増加する中、既存施策の抜本的な見直しにより既存受託者の継続と新たな受託者の確保の改善

を行い、もって簡易郵便局チャネルの強化を図れるよう、新規施策の具体化、スケジュール化、一部施策の試行等を行う。
2）

 

位置付け
日本郵政株式会社取締役兼代表執行役社長の諮問機関

3）

 

検討事項
①

 

委託スキームの見直し
②

 

効果的な新規受託者の確保のための方策
③ その他

4）

 

委

 

員

 

（敬称略）
①

 

簡易郵便局受託者
川崎

 

茂俊

 

全国簡易郵便局連合会会長
財田中簡易郵便局長（香川県）

伊藤

 

道雄

 

同副会長

 

東ケ丘団地簡易郵便局長（福岡県）
坂下

 

尚登

 

同理事

 

幸町簡易郵便局長（岩手県）
②

 

地方自治体
三上

 

潤

 

岩手県岩泉町

 

総務課長
清川

 

直樹

 

三重県松阪市

 

宇気郷地区市民センター所長
5）

 

オブザーバー
宮﨑順一郎

 

郵便事業株式会社

 

執行役員
向井

 

理希

 

㈱ゆうちょ銀行

 

常務執行役
加藤

 

進康

 

㈱かんぽ生命保険

 

経営企画部長
6）

 

事務局
事務局長

 

佐々木英治

 

日本郵政株式会社

 

専務執行役
7）

 

スケジュール
2007年12月20日

 

第1回
2008年

 

1月30日

 

第2回
3月21日

 

第3回（最終回）

③

 

郵便局株式会社
壺井

 

俊博

 

郵便局株式会社

 

執行役員
伊藤

 

聖

 

郵便局株式会社

 

執行役員
④

 

受託者の募集事務を担当している実務者
菊池

 

郁夫

 

郵便局株式会社

 

東北支社
店舗ネットワーク室長

滿石

 

光男

 

郵便局株式会社

 

九州支社
店舗ネットワーク室長

○簡易局の一時閉鎖対策として、昨年１２月より「簡易局チャネルの強化のための検討会を開催。
○１２月に「緊急対策」を提示、３月に最終取りまとめを行ったところ。

○簡易局の一時閉鎖対策として、昨年１２月より「簡易局チャネルの強化のための検討会を開催。
○１２月に「緊急対策」を提示、３月に最終取りまとめを行ったところ。
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３

 
簡易郵便局の一時閉鎖に対する取組み

 
～緊急対策の実施～

○一時閉鎖中の簡易郵便局のうち、これまでに再開が２５局。これ以外に既に受託申込みを

 受けている局が約４０局あり、早期再開に向け関係当局への申請手続き等を進めているとこ

 ろ。

 ○このような取組みと並行して、お客さまのご不便を少しでも軽減できるよう、当面、次の「緊

 急対策」を実施。

 

○一時閉鎖中の簡易郵便局のうち、これまでに再開が２５局。これ以外に既に受託申込みを

 受けている局が約４０局あり、早期再開に向け関係当局への申請手続き等を進めているとこ

 ろ。
○このような取組みと並行して、お客さまのご不便を少しでも軽減できるよう、当面、次の「緊

 急対策」を実施。

１）渉外社員出張サービス

 
（平成20年２月29日～。全国７３箇所で実施（４月８日までに））

直営郵便局の渉外社員を、一時閉鎖中の簡易郵便局の近隣の公共施設等に、

 

週２回、１回当たり半日
程度派遣し、サービス（切手類の販売、貯金の預入等）を提供

２）移動郵便局

 
（平成20年２月18日～６月30日。愛知県豊田市で実施）

２箇所の試行場所に移動郵便局を設置し、週２回、１回あたり１時

 間半程度開業。（郵便窓口業務、ATMによる預貯金の受払い等を

 実施）

愛称

 

「ポスクル号」

３）暫定分室の開設（平成20年３月31日）

近隣郵便局まで距離がある等、再開の必要性が極めて高いと

 ころに、暫定的に分室を開設。地域の方々に業務を見ていただ

 き、受託意欲につなげる施策。（第一弾として、神奈川県相模原

 市津久井町に、「津久井郵便局 津久井青根分室」を開設）
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３

 
簡易郵便局の一時閉鎖に対する取組み

 
～検討とりまとめ～

１）取扱手数料の見直し

簡易局受託者の処遇を改善するため、取扱手数料の見直しを実施。（本年８月から適用）

区 分 業務範囲 個人の場合

基本額 全事務（郵・貯・為・振・保） ２００，１３０円／月

見直し後

２７９，０００円／月

固定部分

区 分 主な取扱い 単 価

取扱料 郵便 郵便物の引受・交付 ７６円

荷物の引受 １２６円

別納郵便 ７６円

貯金 預入払戻（定額・定期以外） １２０円

定額・定期 １２０円

通帳の無余白再発行 対象外

住所変更 対象外

保険 保険料受入 １２４円

① 考え方
・

 

現行手数料（固定部分と従量部分から構成）の固定部分を約４割引き上げる。
・

 

民営化による取扱手続きの変更等により、事務処理に特に時間を要することとなった業務について、
従量部分の単価の引上げを行う。

・

 

従来手数料算定の対象としていなかった業務を、新たに手数料算定の対象とする。

②

 

新しい手数料体系

従量部分 見直し後

７６円

１２６円

２４０円

１２０円

４３１円

３９９円

５０４円

１２４円

○緊急対策に加え、簡易局に関する既存施策を抜本的に見直し。
○具体的には、取扱手数料の引き上げ（固定部分の約４割引き上げ等）、施設転貸制度の創設、

 サポート体制の改善、業務・システムの改善を提示。

 

○緊急対策に加え、簡易局に関する既存施策を抜本的に見直し。
○具体的には、取扱手数料の引き上げ（固定部分の約４割引き上げ等）、施設転貸制度の創設、

 サポート体制の改善、業務・システムの改善を提示。
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３

 
簡易郵便局の一時閉鎖に対する取組み

 
～検討とりまとめ～

２）施設転貸制度の創設

○簡易局の受託者の中には、簡易局の建物の建築・改築、内装工事といった施設の

 用意に要する初期投資（数百万円）の負担が重いという理由から、受託者となること

 を断念される方がいるところ。

○このため、郵便局会社が地元自治会の施設、貸店舗等を借り入れて内装工事を実

 施し、新たな受託者に対し有償で転貸する制度を、本年４月から新たに創設。

施設所有者の意向により施設の転貸が困難な場合は、
・

 

施設については、施設所有者と郵便局会社・受託者の三者間で賃貸借契約を締結
・

 

郵便局会社が実施する内装工事部分については、郵便局会社は受託者に貸付け
等を措置。
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３

 
簡易郵便局の一時閉鎖に対する取組み

 
～検討とりまとめ～

３）サポート体制の改善

①

 
簡易局サポートマネジャー、事務サポート局

・

 

担当者に対する訓練の充実
・

 

事務サポート局への人員の増配置
・

 

式紙類の請求システムの改善による事務サポート局での事務負担の軽減
・

 

事務サポート局の一部事務の分散

②

 
研修体制

・

 

新規の受託者・補助者が参加しやすい研修に
（宿泊研修の取止め、研修日程の分割、研修センター以外の場所でも実施することに）

・

 

既存受託者への業務研究会の開催回数の引上げ（年１回から２回に）、「簡易局パワーアップ研修（仮
称）」の新設による研修の充実

③

 
補助者登録システムの導入

現在、補助者の確保は受託者の努力に委ねられており、受託者確保に苦労している受託者が多いこと
から、本年６月を目途に、次のようなシステムを導入し、会社としてサポート。
・

 

補助者ご本人の同意を得られた範囲内で、補助者に関する情報をアップし、受託者による閲覧を可能
とする

・

 

本人の同意を得られた直営局の期間雇用社員についても、登録対象とし、補助者の候補となる者の裾
野を広げる

④

 
パソコンによる情報提供

イントラネット上に、簡易局向けの専用画面を新たに設定し、体系的で分かりやすい情報提供を実施。
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３

 
簡易郵便局の一時閉鎖に対する取組み

 
～検討とりまとめ～

４）業務・システムの改善

①

 
業務フローの改善

簡易局の負担軽減と事故・ミスの撲滅を図るため、次のような業務フローの見直しを実施。
・

 

簡易局で保存することとされている証拠書の一部削減

 

（本年４月～）
・

 

一部書類のゆうちょ銀行貯金事務センターへの送付の取止め

 

（本年４月～）
・

 

郵便関係の証拠書の授受フローの見直し

 

（本年６月～）

②

 
新システムの導入

平成２４年１月から、汎用端末で操作性・快適性に優れた新たな窓口システムを導入。
なお、平成２１年１０月を目途に試行運用を実施し、効果と実現可能性を検証しつつ、実装機能の具体

化を実施。

③

 
郵便切手類等の購入方法の改善

簡易局で販売している郵便切手類等は、受託者が、一旦、近隣直営局から購入し、それを再販売し

 ていただいていますが、直営局へ出向くことが時間的・費用的に厳しい場合があるところ。
このため、本年６月中を目途に、郵送による郵便切手類等の購入を可能に。（郵送料は原則として受

 託者に負担。一部地域に所在する簡易局については郵便局会社が負担。）
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４

 
郵便局ネットワークの活用

 
～地域社会との協働～

１）地方公共団体事務の受託

証明書交付事務のほか、敬老優待乗車証の交付、ごみ処理券の販売などの事務を地方公共団体から受託。

自治体数 局 数

証明書交付事務 戸籍の謄本・抄本等、納税証明書、外国人登録原票の写し等、住

 
民票の写し等、戸籍の附表の写し等、印鑑登録証明書

 

の交付
１４４ ５４８

受託交付事務 敬老優待乗車証等の交付 １０ １７５３

受託販売事務 ごみ処理券、ごみ袋、し尿処理券、入場券、公営バス回数券等の

 
販売

１１３ １５４５

その他 住宅再建共済制度の加入申込取次ぎ等 ２ １２３８

証明書自動交付機への消耗品補充等 １ １

合計 ２４０ ４０３４

平成２０年２月末現在

（「受託販売事務」欄、「合計」欄の計数は、重複を除く。）

○地域社会との協働の取り組みとして、地方公共団体からの事務の受託、防災における地方

 公共団体との連携等を実施。

 

○地域社会との協働の取り組みとして、地方公共団体からの事務の受託、防災における地方

 公共団体との連携等を実施。

２）その他社会、地域社会への貢献の推進

○防災・被災地支援
：地方公共団体と各郵便局で締結している防災協定等に基づき、必要な協力体制を維持。

○子ども１１０番、郵便局の窓口ロビーの地域への提供
：子ども１１０番等の社会的弱者の保護、利用可能な郵便局窓口ロビーを地域へ提供。
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